
宿代指納制度に関するデータベースの構築に向けて
－1889年江析賑指を例に－一

帖　　　　躍

人類の歴史上、政則がそれ自身の抱える財政問題の晰決を図って関係規定を

作り、それに従い官職や栄典を′白僚や一般人民に【仮完する制度、つまり売拍制

度がかつて斤／上した。それは、伝統中国のみならず、日本・朝鮮半島・へトナ

ムといった東アンア世界から、中東・イスラーム世界を経て、西欧の世界にい

たるまで広く存在していた。町代や地域によっては、その制度はさまさまな様

相を墨したか、それがもたらした髭轡や結果もさまさまであった。たとえは、

丙欧世界の絶対王政期においては、その制度の存在烏近代烏’†銅りを肋産したと

もいえるが、東ア／アの小【司においては、その制檻の川は、伝統常僚制のJlli

蟻をもたらしたが、申国的近代官僚制の誕／1にはつながらなかった。このよう

に、一見して共通するようにみえる制度がもたらす影響鳩、地球の東抑こおい

てまったく違うものであった。このなかで、東アノアの小【klでかつて存／lした

売官制檻は、世界の売官㈱度の一リl招Uであり、東アン71十岬における完官制檻

の完成形態でもある。）このり岬岬Jな制度を研究することを通じて、中国封会が

歩んできた遺をより全面的にみることができ、また、人類祉会の発展史におけ

る東アンア世肘とl叫軟世塀がそれぞれル、んできた道の違いを見出すこともでき

るだろう。さらにいえば、現代中岡社会に現行する「ノ紀的現象」を理解する

ための一助になることができる。

伝統申【卦こおいては、その亮官制度を「指納制度lと呼ぶ。その制度の歴史

は．1．▲く、秦の始り帝が申国を統一する紀ノLHiJ221年以机にすでに存在した。た

とえは、戦国時代の紀ノ」前24的、秦のL■ヨではイナコが大発叶し、疫病も流行

した。泰の朝廷は、救済資金を調達するために、粟「一石」を納める舌に対し、

爵仙を▲Jえる措置を実施した■■。美は、最後の上朗である清朝が崩壊した1912

年までに、中臣l歴代の王朝は留金調達のr段として椙納をしばしば行なった。
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宿代絹納制度に関するチークベースの梢執こ向けて（伍）

指納制度の実施によって「販売」したのは自僚の任白資格、官僚人事の手続き

およびやl司立学校の入学資格のほか、虚街と呼ばれる職掌なき名刹勺なポスト

も含まれるため、その影響皿、財政血にととまらず、国家の人事制度をはじめ、

巨、腰運常や社会小満のさまざまな面までに及んでいた。まずは、脱税や紆役な

とを代表とするは続中国の財政制度と違って、伯納実施の基準は一一定の目地保

†面積や人」の数ではなく、財力であった0この意味からすれば、通常の賦税

や儒役で財政を賄うことがほとんとできない伝統■川畑こおいては、揖納は政府

による緊急資金の淵連手段である一一一人祉会における雷のハラ／スを調整司る

手段の　つでもあったD次に、出世の道は官僚になるほかにとこにもなかった

伝糾■匹において、掴納制度は、科挙制度を代表とする知力による出世の道と

並行して、剛ノノによる出冊の道であった。一定の財力があれば、知力を関わず

誰しもイ上′ピ資格をもらえるようになった0実は、左、統中国におけるfH納制度の

社会的影轡はここにある0このように、近代以前の中国社会の歩んできた道お

よびその虚衝に対する中国人の意識構造を解明するにあたり、損納制度とその

髭轡に対する研究は無視できないものであるといえよう。

清棚‖納制度についての研究は、すでに百年近くの歴史がある。これまでの

研究では、損納制度の構成・展開・影響なとについて優れた成果を挙げている。

たとえは、1913年、臨時台湾＝憫調査会の名義で公†りされた　精出行政法』の

なかで、r‾侶納」を清朝の剛政措胃のひとっとして取り上げ、その制度の偶成

なとについてはじめて説明している〝。また、1950年、訂l人齢が燕京大学に提

出した修卜学付川l清論文である『湘t梢納制度』は打匙京学閥』の「特集」と

してMJされた㌔これは、宿代の摘納制度を一つの独立した制度としてはじ

めてとらえて研究した論文である。このなかで、言′l大裾は、rト1代以前の摘納制

度を概説したうえで、政治制度、とりわけ人事制度の角度から清朝政肘が公表

した絹納規定‾－■m納則例lなとの政書史料を利用して、清朝摘納制度の概

要・成、十から自他にやるまでの経緯・制度の構成なとについて研究した。」′1日

紀前に刊行されたこの研究北は、今…こなっても、依然として清代指納制度お

よび清代人≠制度なとを研究するうえでの欠かせない1【l州′Jな参考書である。

1960年代、近藤秀樹は、摘納制度と清朝官僚制についての一連の労作を公表し
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清代掴納制度に僕するチークへ－スの梢築に†りけて川L）

た1・。そのなかで、近藤秀樹は、当時はとんと′LHされていなかった清朝の職

員録である「爵秩全1㍍lの史料を閃いて、＝体的な数値を挙げて椙納制度の実

地がもたらした清m’ミ僚制度の変化を説Iリjした。

これらの研究は、ほとんと清棚摘納制度の構成を分析するものであり、才悩内

制度がもたらした社会膨轡についても触れてはいるが、†］納をする一般庶民や

川剰ことつて、椙納はいったいとのようなものなのかについてははとんと研究

されていなかった。つまり、一般肝民にとって、摘約のメリノトはとこにある

のか、そして、彼らはとのように桐日昌古寺」い、仕官の賀格を独得し、そして尖

際に什百したのか、なとである。

報指の丁続きや出納代目について、筆書は、かって論じたことがある。そ

のなかで、芋省は、『人満会典』や「小郡則例』なとの満潮政道複利川し、は

じめて報m手続きの復ノ」を試みた。さらに、その鞘梢手続きの運川閃題を解明

するために、第〃は、描紬の代行および代行業ポの存／【なとも指摘している。

しかし、その研究には、人きな遺憾が残されている。つまり、幸射り宵はいった

いとのようなポなのか、彼らがイuJの摘納報償を或凍て、いくらの斜を山して報

指したのかとい一〕た報山のもっとも基困ドJな問題についてまったく触れていな

かった。その帰因は、、■叩寺の窄音が報宿昔名簿の行爪を知らなかった、という

ところにある。その論文を公吏したあと、幸運にも科学研究費補助金の交付を

受けて、報m僅日系資料の調査を通じて、制封目前缶簿の存／lを始めて知ることに

なった。

本稿のなかで、最近にな「て発見した史料を利川して、1889勺にrl蘇省や斬

rl省で実施された脹梢にしたがって報mLた朝の代沢を川手することを通じて、

中国山納制度史のチークベースの構築に向けて試みたいく

報椙の段階で形成したか類、とくに辛酎F用の基州　沢を．．己録するリストやH

簿なとは、清代では111のように／f在したにちがいない。しかし、これまで梢納

者名釣のような質料ははとんと紺介されていなかった。周知のように、名簿粕

資料の仙値を探り山し中日lト計るかは、なかなか難い1ことであるrJ縞代の官僚
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宿代拍納制腰に「丈けるデータへ一スの構築に向けて（伍）

名簿である爵秩全■指∪）のような割勿と違って、報摘事務の過程のなかで形成し

た報指者の名称は、刊行する価値はもとよりなく、その報摘者本人に身分証明

Hである「執照」を交付してしまえば、名簿としての利用価値はほほなくなる。

そのため、招納者名簿のほとんとは、研究者の臼に触れるまえにすでに無くなっ

てしまった0さらに、近代に入り、漢籍図書館事業が確立して以来、末元川本

をはじめ、いわゆる苗木の蒐矧こ栢ノノを注き、晴夫の報掴者名簿のようなもの

は蒐集の対象にならず、その大部分は、樽案館や図書館に入るまえに軌こ帰し

てしまったに違いない。

さいわい、東洋文庫に一冊の報指者名簿が残されている。それは、『逓送繭

r」一眼椚第l二次言■7奨各指生臆歴銀数底冊』である。この名簿は、『東洋文雄所

機没柏日録』に収録されているが、その詳細については知られていなかった。

2003年の夏休みに、東洋文塵で資料調査の機会を得、この首簿を閲覧した（写

真1を参照）。

この名簿は縦294cm、横177cmで、漢籍のなかで比較的人きなサイスに入

る。その最後の葉に苦いてある作成した口

付は、r光綿十′■＼咋1一月　目」とし、そ

のJにl新江等貼総局l甥防」の長方形の判

が押されている。名特の扉葉に「漸江賑指

核奨総局」の文Ll‡がある。

湘江樹脂核奨総局呈為造冊請奨事。

今将洒省賑摘案内第十二次各梢／1

請奨欄枝街封責監生履歴銀数造貝

沼冊、t菩送別亥施行。禎〒冊晋。

。†閥

開校街封貢監′Ⅰ共ヒR九十　名、

美銀l一万八千二已けい→両五銭。

校数≠闇、埋合豊明。

2003年夏休み、この名苗をはじめて閲覧

したときに、上述した価江振椙核奨総局」・†【写真1】
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清代指納制齢こ関するデータへ【スの構築に向けて（仏）

「新省賑侶案l勺第卜一次」なとについてはまったく知らなかった。その後、京

都大学文学部図書館で漢籍質料を調査するヰ動こ恵まれ、　日日の抄本を閲覧し

た。そのタイトルは、『光緒l五年＝］ll串各ノ射し払査月本省災区竃裾眼務

撫性巻』（以卜、『賑務巻』と略称）である（写真2を参照㌔　この抄本を閲覧

したことによって、光緒l五年（1889）

の秋に江蘇省と漸江省で発生した水害の

被災者を教授するために、「rt漸娠摘」

を聞いたこと、L述した「斬†1賑指核奨

総局」は、その湘丁省で設立された江漸

娠椙の所管衛門であることがはじめて分

かった。なお、以卜の　ノl、l丁、もゝ■う該質料の

イ1成年代なとを判断する重要な千がかり

である。

まずは、この名簿に言己載されている報

指項目は、頁監（貢件と監隼）・封典・

虚街・御重・頂戴であり、それが『振務

巻』などの資料に記載されている光緒－1

五年の冬から実施した江漸振‡Fjの報椚項

巳と一致する。　　　　　　　　†【写真2】

次に、この名簿に記載されている道民をはじめ、あわせて13名の現職地方百

の名前なとの人可質料は、光紹十ノ＼イl冬季版の『人清拍紳合し量F』を利mして確

認することができた（後述）。

こうした一点から、東洋文踵が所蔵しているその名簿は先述した光緒l五年年

末から光緒十ノ、il（1890）句末までに漸汗省で寺Jわれたrl潮髄潤の第l二期日

章は桐者の「瑚枝街封責監生履歴銀数」のわ帳であり、しかも信憑性の高い資料

であることがわかる。

この名簿を実際に確認したところ、その台帳に掲稚されている報椚者の人数

は、793名ではなく、789名で、得た「実録lの総数は118，2915両ではなく、

118，0375両であることもわかる㌔
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沼代椙納制取こ閲するテ一夕へ－スの構築に向けて（佃

なお、この789名は、献上省でおこなった賑絹の第十一斯日報指者ののへ人

数である0そのなかの58人は二回摘納し、5人は三回報消した。したがって、

美際に報目した晋は、721才1であった0このような二重ないし三重の車齢掛は、

情ハ証撒申邦狛こよく見られる現象であった0たとえは、断江省杭州府海原州籍

α〕榊掴（馴l一歳）は、まず「俊秀」の身分で監什十川涌54）を朝指した

あと、l‾梓川」の身分で憮丞職衡」（No78）を報指し、さらに「指呂」の身分

でIl研削（NH1）を報指したのである㌔

この名簿は、甘手ださの部分と、②すでに印刷された用紙に、婁件を卜・ほ入

れて作成したものからなる。ロ）はN（）1～142、No258～368で、おもにmHや日生

のような卯な経歴をもつ報日吉であり、度はN。143～257、Nm369～789で、お

もに俊秀のようなはじめて報目した者である。その②の一例として、No715を

あげよう（網掛け文rrは印刷した部分）。

俊秀脹宗凌、現咋三歳、身申、而【」嶺、係抑1省嘉善県人、

報摘監生、槻実録五巨四両、当即頃給執膿、押合登明
‾代

郡狙　応岨　机　憶芳　父　文徳

「俊秀」とはいかなる肩書や腎格も持たない民聞入、「現年」とは実際の年

齢、「身中」とは身長は普通であること、「面」とは顔の色（例えは、耐′l、面

赤、面紫なと）、「難」とはひけ（例えは、有賀、無塩なと）、「係」以下の部分

は本籍、「鞘椚l以下の郡分は報招項H、「槻実銀」以卜の部分は実際に納めた

鋸の数、lユ即填給執照、理へ豊明」とは、直ちに執暇を記入して発行し、ルー

ルにしたか一）てuJ峨すること、「一代」以下の部分は、報氾者の尊属　代（曽

椚父・椚父・父）のこと、なとである。つまり、師1省長・．善県籍の庶1く張請安

は、現隼　歳、身長は哲適である（顔色やひけについてのパ己録がないが、そも

そも一歳り己にひげがあるはずがない）。彼は監生を報湖するために、実鎚五十

四両を納めたため、ここで執照を発行するとともに、宗己泉封二ととめよう、とい

うことである。最後は、厚属三代の名前である。

以下では、この台帳を通じて、朝摘者チークへ－スを作成するとともに、報

指の実態をuてみよう。それに先立ち、光緒l／件からl六狛こかけて実施さ
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rFr。代洞納制度に関するデータへ一スの梢掛こ帖ナて（爪）

れた「江断眠職」について簡甲に紹介しておきたい。

光緒l血†「秋のL・八月の闘、踊1省と汗鮨省の江南地ノノを小心に、水胃が

発生した。

ヒ月卜旬、暴吼雨に史われた。軒沌那加l膵ゴ部にある慄県では、長さ「」卜余

甲」（約35km）、帖「二l余里」（約20km）あ一）た「人小八l余村」が、洪水

で流され「沢囚」になり、】海で出版される糾問であるl伸軸』はけ1数十年

来末白之奇災」と報じている。酬卜【肘†こ環日のある日は、もともと世帯一Ifr余

り、人目八百人かイ†んでいたか、洪水が上ったあとに′1き残ったのはたた八人

たけだった〔）また、測州府のある村では、住民二四日世帯明うち、生き残った

のは男／L人たけたったという■。

その暴風雨がムー）たあと、八月の初めからノL月卜仙こかけて、四十L」間です

でに隈災している洒汗省の」ヒ部の湖州府・言訳・】1腑、お上ひ汗腺省の鯨州肘をは

じめ、汀向地力では曇りや雨の人式が続いた。新江省側州附では、L月卜仙こ

姐J虫いIJが来たとき、稲がすでに成熟して、収穫を待っはかりであったが、洪水

で水没してしま←）た。それでも、水付が下がり、帖天に恵まれれば、ある程度

の収穫はなお可能だと¶地の人々は期待していた。たが、八H初めからの連日

の雨で、水付がなかなか卜からないため、水没している裁物が発現したり、閑っ

たりして、収穫を見込めなくな－）た。にもかかわらず、罠民たちはわずかな期

待を持ちながら、水中を使って田んほの水位を卜げようと必牝に努力したが、

効果がなかった。その上、Flf旭の暴風卜†」で或はが塊れ、l証掴）なかで†1むとこ

ろもなかった矧1亡の悲l幣か遠くからも聞こえる、と新聞が報じている川’。

こうしたなか、両江総・腎門国賓・漸江巡撫罵駿ら江南の地〟長月闇、緊急救

援措置をとる一万、九縄目川　口」11日、裾l総僧■廿日芋をはじめ、汗南

の督撫たちは辿γ．で眼目実施の奏楢を■．輔に「奏した。この要詔一は、H部の協

議を経て、十一日r一日に認められた。　方、江住匠）督撫たちは、娠絹の実施

に備えて、娠拍寸務を取り扱う上司を没、させた。そのため、r・Lirl総督のもとに

7：i－
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おいては、「蓋桝蘇斬賑指総局」摘京）と「箋耶麻断賑椙臆局」（上海）が開

設されたっ斬江省においては、新江巡撫蒐駿は、すでに設立した「簑賑総局」

を漸江省で賑指を取り扱う窓口に指定した○このようにして、光緒十九年年末

から、江新版指が実施されることになった11）。

以上では、即l、つまり『造送漸江賑椙第l三次請奨各相生履歴銀数底冊』

を紹介して、光緒十五年江南地方で発小した水苔についても概観した。以Fで

は、先に紹介した資料に基っいて、光紹十五年から十ノ＼年にかけて実施した

「江新賑服」で報指した者のは況を考え、宿代の社会における桐納制度の実像

を探ってみよう。

1、年齢分布

報絹者七百二十一名の年齢分布（単位名）

10¶19　20－29　30－39　40－49　50－59　60－69

年齢層

L紀のクラフから見られるように、実際に報指した721名の相納者の年齢分

布は、二卜代が最も多く、二卜代報掴者とあわせて稲桐者全体の56％にのはる。

これと関連して、二十代報指者のへ225名のうち、何の出身資格を持たない

「俊秀」は170名、「桐生」は12名、「梢乱は43名がいる、ということによって、

二十代報招者の75％は初めて絹納することがわかる。その170名の「俊秀」の

初相納項目について、143人は監生を、27人は虚衝を梢納した。なお、監生や

－74－
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虚衝を指的したあと、さらに他の碩Hを指納した者は29名いる。

こののへ789名の報梢晋のなかに、二歳から八歳までの報洞晋が12名いるこ

とに注目したい。二回H納した占一人を除いて、指納項臼はすへて監生である。

そのうちの6人がm納した監生の資格は、割引のない、将来郷試を由接受けら

れる「卜成監／l」である。ちなみに、監牛資格を報指した最高齢者は、七十三

歳の老人である。

2、報椙者本籍分布（－）

斬汗省出身署か最も多く、549名で、漸江省で開かれる今山の帳椙の地方性

をうかがわせる。なお、近隣の江蘇省・安徽省・江酉省・福建省籍の報摘者が

少ないのに対し、遠隔地の広東省籍の報指名が報間者総数の一番目を占めたこ

とも目に付く。

3、報硝者本籍分布（二）

台帳が反映するのは第十一＿期Rの報招のみだが、参考までに、漸江籍報招者

の549名の山身府別を見てみよう。このなかで、紹興府山身は246名で、ほほ半

分の44％を占めている。なお、斬rl省の北進地域で、今回の被災がもっとも重

い杭州肘・嘉興府・棚州府・寧波府、および紹興府籍の報指名は、あわせて

459名で、報絹布全体の八割以上にのぼったことがわかる。

以卜はのへ人数をもとに報相者身分や項目なとを見てみよう。

－75　－－
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l　●　　・一　佗　‘・

4、報椙者身分

のへ789名報手招の報fl川身カは以卜の通りである。

俊秀　532　　　　　　　　　　　67％

摘！1－170（うち、武′llナ1）　　　22％

掴員　87（うち、已満更1名）　11％

これによれは、報氾者ははとんといかなる出身資格も持たない民間人である

ことがわかる。ここの「椙員」のすへては現職の官僚には限らない。87名のう

ち、光緒rノ＼叩冬季版の『人清措紳全書』を利用して確認したところ、現職の

月は適し目名（花欄を洞納）、知府2名（花欄をf胴机、知県6名　花補作糊3

人、1紆鋸指納2人、封典m納1人）、佐維廿なと4名、あわせて13名に過さな

いことがわかる■㌔　これに対し、候劇夷捕Ⅲま30名いるが、虚牒ILかもたない

晋は朋名いる。この「摘員lたちが磯摘する境目は、はとんと欄枝と封典であっ

たこともわかる。

裡椚者身分の問題に閲通して、報旧堀口を見てみよう。
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報楕項目分布（単位：名）

1．0％

ロ貢監阻絹枝口封典口虚街■頂戴

5、報椙項目

光緒卜五作蘇新娠机の報掴碩Uについて、すでに述べたように、到典・虚徐J・

貞監・測枝・（＿rl占までの）旧戴である。このの／＼789名の報椚者が朝鼎した項

目は以下の通りである。

幸酎目者全体の64％を【rJめる501人が「甜監」を鞘欄した。）その場【相は、おそ

らく「貫監」は＝納や＝身の入り日であり、科挙への近道でもある、というと

ころにある。先に述へた報村石の67％を占める532名の「俊秀」のはとんとは、

この「貢二監」を報指した。この頁常．の腎椿があれは、さらに実際のポストをH

納再ることができる。「責監lに次く　満目に多いのは虚篠丁の218と（28％）で

ある。ここで、そび〕’十′分にあたる121手／．は、「従ル．．■．職衝lを報梢した「俊秀l

であることにHHlしたい。口界においては、この「従九㌧川哉衡」はほほ無意味

と言ってよいが、なせこれはと多くのl俊秀」が銚40両を山L「従九㌔－占職衛」

を絹納したのか、彼らもよひ彼らの／1一業にとってそJ〕職術かとび〕ような意味を

もっのか、さらにその職街をfJ百一る賞に刺し、社会はとのように上ユていたのか。

これらの問題は、前近代【1」l玉l人ないし」見代中国人がもつ社会意識を碑別するた

めの重要尤糸目になれるかもしれない。

■　　　■
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2009．2％

ロ貢監■綱枝口封典□虚街■頂戴

6、報指銀数

最後に、報椙金軸を見てみよう。

のベ789の報指者が納めた金朝の総数は、銀118，037．5両であるが、平均すれ

ば一人がおよそ銀150両を指納したということである。5の「和泊項目」に比

へれは、報桐者の63％を占める501名の「責監」報掴者が納めた銀は、全休の

28％、32，733向にととまることがわかる。それは、責監の報摘価格が割引され、

本来108両の監1‾資格は、五割引の54両を払えば入手できるようになったから

である。しかし、率にして5％の39名に過ぎない凋枝の報椙者が納めた銀は、

31，500両（27％）にのはる。欄枝の報椙者がはとんと現職官僚や候選候補官の

ことを含めて考えれば、ここで、道民や知府のような高位を育する者は、なぜ

花補を報招するのかは、なかなか興味深い問題である。光緒十六年の秋頃、李

鴻章は揖駿宛てに送る新江賑桐の停止を促す一電報のなかに、「共等星奨票、務

銑各局切勿併奨棚枝、致馴地相路」、という文言がある。こうしたことを含

めて考えれば、清未の娠椙のなかで捌枝がすでに「1三力商品」になっていると

いえよう】。。

このなかで、納めた鎌が最も少ないのは、「巳満更」稔光第（No234）であり、

彼がわずか鎚25両を出して、「従九品職街」を報宿した。これに対し、昆高朝

一78　－
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を出したのは「福井l海防同知」への責任を待っ徐承稽（Nol13）である。彼は、

2，8735両を山し、「一占占昇衝」を報指した。

おわ　り　に

以上、光緒l五年～l六年の間に漸71省で実施した「江新樹脂」の報昌者名

簿に基ついて、幸酎首者の基本状況を分析した。他の報指者名簿類資料か発見さ

れていない現在、この資料を通じて説明できることは限られるが、学界の参考

に供したい。

この賑椙は、任官資格を拍納しうる「大指」ではなく、文官の鎗選とは直接

関係しない貢監・絹枝・封典なとを招納する「常桐」に属するものである。こ

のような地方指納が実施されるときに、まず注目したいのは、「頁生」と「監

生」の資格を椚納した舌は、報指名全休（のべ人数）の64％を占めることであ

る。

すでに述べたように、「長生」と「監／l二」とは清朝時代の国立学校の学年資

格であった。科挙制度の規定によれは、地方官が主催する「県試」・「府試」・

「院試」なと一連の試験に合格した成雛優秀者に京師園丁監の入学資格を与え

ることにする。このようなものは「貢／1－」や「監件」と呼ばれる。ここで強調

したいのは、この「貞生」や「罷fL隼」の資格は、国立学校の学生資格でありな

がら、「郷試」の受験資格でもあり、任官賢格でもあった。ひと言でいえは、

11】国伝統社会の支配階級への第一歩であった。たとえば、清朝の規定によれば、

「貢生」は、「中京官・知県・教職・州刊」の任用資格であったことがわかる川。

さらに、椙約の関係規定によれは、「貢隼」や「監／上」は、一般人民が官職を

招納する際の必要資格でもあった。・つまり、それらの資格かなければ、官職を

椙納することができない。

清代の制度によれは、「自‾ヰ」や「監牛」の資格は、「県試」をはじめとする

一連の地方試験をクリアしてから獲得するものであった。正常の丁順にすれば、

この「県試」なとの地方試験をクリアするのはそれはと簡甲ではなかった。科

挙を風刺し官更の腐敗をあはく色名な清朝時代の小説である『儒林外史』のな
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かで登場する人物の一人である周遊は、致卜佃こかけて上言己の試験をクリアす

ることができなかった。そこで、「貢生」や「監生」の賢格を獲得しようとす

る肴をクーナノトに、これらの項口の損紬を清朝支配の初期から実施すること

になった。つまり、掴納して「貫生」や「監／1二」の資格を得ることができる。

こうすれば、　一帖人民は、「県試」や「府試」なとの地〟試験を矧まし、各省

で行なう「郷言Juにrl■†接参助けることができ、什首や′酬純を摘納する貿格を入

手することもできるようになった。先の周進は、結局、知人から集められた鎚

200両を使って監／1二の資格を摘納し、ようやく「郷試」を受けることかできる

ようになった■㌔　本件のなかで報掴者全休（のへ人数）の63％が「責生」や

l試．／巨トを椙納するのほ、このためであると考える。

柱lけ／＼き第二点は、「酬支」の帖約である。捌支とは、清朝皇族や吾僚な

との帽了に飾られる鳳凰や雉の羽毛であり、「化糊」と　r酎別の一種類があ

る。本来、欄柏は、日了や護衛なとの皇瑞の側近のみ飾られるものであった。

清朝の初イ†、「功隠隋勘の「剰臣」へ「花閣」を賜うことがあったか、乾陸

棚問、■玉偏の「特恩」として、郡上・内閣入学上・総督なとにも「花閣」をり

えることにな1た。清朝の皇族である昭樋は、彼か九歳の時に馴卒帝より「双

眼花欄」を与えられたことについて、「実為丁．皇祖遇、ヤ今思之、猶感激凍零

ム」、と記している】㌔．要するに、現代の勲章をはるかにH可る名誉を意味す

るものであった。この事例のなかで、率にして5％の39名に過さない絹枝の報

摘者が納めた銀は、31，50佃日27％）にのはり、一人あたりの報指した釦の数

最からすれば、「頂戴」指僚制服の帽子）を報指した2009両に次く酬8両であ

り、11車日量」・l症憾J」・「責監」なとを報椙するものをはるかにH司ったことが

わかる。このことから、rl－J末になって棚枝がすでにⅢ約のl主力向占占」になっ

ているといえよう。榊麦の報指笛がはとんと現職′打僚や候選候補官Ⅵことを含

めて考えれば、ここで、道罠や加Jィ、」のような．払いポスト有する苗は、なぜ花欄

を報侶するのかは、さらに研究すへき問題である。

最後に、注しjすべき第一点は、20代報椙賞が報椙者令体（721名）の約二分

の　を■17めることである。すでに述／＼たように、20代平射i橘の7割以上を占め

る170人は、何の出身糾缶を持たない「俊秀」であ1た。そのうちの143人が報

捌）
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指した境Rは、「常訓」であった。腎料の制限もありさらに追跡することがで

きないか、清朝未年のことを考えれば、彼らが「監牛」の資格を千にするH的

は、「郷試」の参加より、おそらくさらにノ己職をH納する、というところにあっ

たに違いない。この点から、19世紀のすえ、20代の若者が「監生」の摘納を山

世の道としてなお引き続き求めていることが窺える。このようなことはイム統中

国から近代L仙」／＼移行する19‥蟻己後＼F′の小l刃社会や申同人の什会芯謁を考える

うえで注Hに他する事例であるだろう。

以下、『造送析rI振硯第十‾一次請奨裾㌣l履歴銀数底Im』から重要な碩Rを

抽出して表を作成し、研究書の参考に倶うる。その表の咄日については、r番

号」は、『造送斬江賑摘第l　＿次講奨即日畑履歴銀数I氏冊』の順番に従いっけ

たもの、「身分」は朝1即寺のもの、「摘項」は報mする1鳥目、l鋸数」は報指名

が摘納した銀の敗報である。

注

1）『史記』（北京、申華．彗局、1959年）、巻6、秦始皇本紀、弟224日こ。

2）織田ノJ一編『清国子」政法』第6巻（東京、隠町鈷矧日憤調査会、1913年）、

第203～246良。

3）訂l大齢『朴代絹納制度』（北京、燕ホ大字、19501ト）。許人齢『晰占史論集』

（北京、北京入学出版封、2000什）所収。

4）近藤秀樹「m納flir」度と清朝官僚制度の終結」（『■吏林」l、第46巻第　～　号、

1963年3、5、7Jl）。ここで、以卜の　点にri点してはい㌧　まず、「溝

割官僚制度の終結」とはいえるものの、「新い1願力と新しい女配原則」

のもとで中国の111生は果たしてできたのか。少尤くとも七’僚制度の血に限っ

て清朝以東およそ自年あまり中岡が歩んできた道を見れば、「清勅′Rイ則り

度の終結」は【川畑こおける口僚制度の終結ではなかったことかわかる。小

国的官愴制檻は「終結」することなく、退去の†ム枕を継承しながらますま

す強くなってきた。たとえば、硲唾と無縁烏はずであったお寺の世界に李

るところまでに宮僚制度のぶ；警聖が見えてくる。僧侶たちは、国家の椚勃冊J
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掛こ従い、「局長」や「課長」のような階級に付けられるようになった。

次に、結果から言えは、清末椙納制度は清朝支配の終矧こたしかに影響が

あった。しかし、清朝政府が1851年から太平天国期の混乱を切り抜き、国

内の自然災害の救助、列強の侵略なとの内憂外患を辛うじて乗り越えられ

たことを支えたのは、指納をはじめとする「弊政」であったことを忘れな

いではい、。もしそれらを実施しなければ、江南をしい心とする財政基盤を

すでに大部失い、内憂外盤に悩んでいた清朝政府は、則政の向でなにをもっ

てLq政を運営するのか。この意味からすれば、桐納なとは、清朝政府にとっ

て延命措置であったか、近代しい国は1840年のアヘン戦争以後のような激動

の時代を殿難に無難を重ね、さまざまな難題を満身創痍に乗り越え、国家

独立の維持、中国文化伝統の維持、そして後日発展の基礎を確保しえた措

閏ともいえよう。また、その時代の清朝政肘は、指約のような「弊政」を

実施しなければ、『天朝田畝制度』や『賢政新編』といったものをもち、
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